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第 3 章 フランス 

上智大学准教授 佐藤結美 

 

1. はじめに 

 

 日本の未成年者略取誘拐罪（刑法 224 条）に類似する犯罪として、フランス刑法には尊属

による未成年者奪取の罪（227－7 条）と、尊属以外による未成年者奪取の罪（227－8 条）が

ある。1992 年の刑法改正前までは、欺罔行為又は暴力を用いるか否かという行為態様によっ

て未成年者の奪取に関する犯罪規定（旧刑法 354 条以下）が区別されていた。それに対して、

犯罪の主体が尊属か否かによって区別されるようになった現行刑法 227－7・8 条の罪は、「親

権行使に対する侵害（atteintes à l'exercice de l'autorité parentale）」として位置づけられ、未成

年者の奪取の罪の成否が民法上の親権を行使する権限の有無によって左右される、すなわち

民法に従属的であるという特徴が見られる。 

 また、奪取の罪と同じく「親権行使に対する侵害」として位置づけられる犯罪として、未

成年者の引き渡しを要求する権利を有する者に対して、不法に引き渡しを拒否する罪（227－

5 条）も存在する。奪取の罪が作為犯であるのに対して、不引き渡しの罪は不作為犯である

が、いずれも親権に対する侵害という性質を有する。 

227－5 条の罪に該当する行為としては、一方の親が子を正当に預かった後にもう一方の親

に子を返さない場合や、子に対する訪問権・宿泊権を有する一方の親に子を会わせない場合

が想定され、227－7 条では、親や祖父母がもう一方の親から子を離脱させる場合が想定され

ている。このことから、家族間において未成年の子を奪い合う行為は、この 2 つの犯罪規定

によってカヴァーされているといえる。 

 そこで、本稿では、フランス刑法における未成年者奪取の罪と未成年者引き渡し拒否の罪

の成立要件と事例について紹介し、検討する。 

 

2. フランス刑法における未成年者の奪取の罪（227－7・8 条） 

 

(1) 条文1 

 未成年者の奪取に関する現行刑法の規定は、次の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

                             
1 1992 年の新刑法制定時から維持されている箇所の邦訳については、法務大臣官房司法法制

調査部（訳）「フランス新刑法典」（法曹会・1995 年）99 頁参照。 

227－7 条 全ての尊属が、親権者又は子を受託した者若しくは同居する者から、その未

成年の子を奪取する（soustraire）行為は、1 年の拘禁刑及び 15000 ユーロの罰金で罰す

る。 

227－8条 227－7 条に列挙する者以外の者が、欺罔又は暴力を用いることなく、親権者

又は子を受託した者若しくは同居する者から、その、未成年の子を奪取する行為は、5 年

の拘禁刑及び 75000 ユーロの罰金で罰する。 
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227－9 条 227－9 条及び 227－7 条に定める行為は、次に掲げる場合、3 年の懲役及び

45000 ユーロの罰金で罰する。 

1 未成年者の引き渡しを主張できる者が所在を知らない状態で、5 日を超えて、未成

年の子を拘束するとき。 

2 正当な理由がないのに、共和国の領土外において未成年の子を拘束するとき。 

227－10 条 227－5 条及び 227－7 条に定める行為について有罪とされた者が親権を剥奪

された者であるときは、3 年の懲役及び 45000 ユーロの罰金で罰する。 

 

(2) 奪取罪の法的性質 

現行刑法では、227－5 条から 227－11 条までが「親権行使に対する侵害」として位置づけ

られているが、現行刑法の原型となった法案（Projet de loi n° 214（1988-1989)）では、未成年

者の奪取や不引き渡し等の罪の章名は「未成年者の監護に対する侵害（atteintes à la garde des 

mineurs）」であった。しかし、上院（Sénat）の 1991 年 5 月 22 日の議論2において、離婚後の

親権を両親で共同して行使すべきとする原則が導入された 1987 年 7 月 22 日の法律（Loi n° 

87-570 du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale）と平仄を合わせるために、当該章名

を「親権行使に対する侵害」に変更すべきことが提案され、現行刑法に至っている。 

フランス民法 388 条 1 項において、未成年者は「18 歳に達していないいずれかの性別の個

人である」と定義され、刑法上もこの定義に従うと解されている3が、これも親権行使に対す

る罪という 227－7・8 条の性質と連動するものと思われる。さらに、本罪が親権行使に対す

る罪であるという性質から、未成年者が奪取に同意しているか否かは犯罪の成否を左右しな

い4との帰結も導かれる。本罪の被害者は未成年者ではなく親権を行使する権限をもつ者であ

り、未成年者は間接的な被害者にすぎないのである5。 

 

(3) 主体 

227－7 条の罪が成立するには、行為者が尊属であることが前提となるが、行為者と未成年

者との間の親子関係が裁判によって先に判断されることは、本罪の成立要件ではない。親子

関係の有無を独占的に判断できるのは地方裁判所（tribunal judiciaire）である6ものの、実際に

は刑事裁判所は独立した判断を行っており、破毀院は、親子関係は先決問題（question 

                             
2 https://www.senat.fr/comptes-rendus-seances/5eme/pdf/1991/05/s19910522_0973_1008.pdf,986. 
3 Jean Pradel et Michel Danti-Juan,Droit pénal spécial,7 éd, Éditions Cujas,2017,p422． 
4 Jurisclasseur, n◦45. 
5 Philippe Bonfils et Adeline Gouttenoire,Droit des mineurs ,2 éd,Dalloz,2014,p1148． 
6 民法 318－1 条「民事について裁判する大審裁判所のみが、親子関係に関する訴えを審理

するための管轄権限を有する」。319 条「ある者の親子関係を侵害する犯罪の場合には、

親子関係の問題について既判力を生じた判決の後でなければ、刑事の訴えについて裁判す

ることができない」（邦訳は、田中通裕「注釈・フランス家族法（11）」法と政治 64 巻 3

号（2013 年）417~418 頁を参照）。「ある者の親子関係を侵害する犯罪」とは、故意によ

る子の取替え（substitution）、偽装（simulation）又は隠匿（dissimulation）によって子の民

事身分（l'état civil）を害する行為（刑法 227－13 条）などである。なお，フランスでは、

2019 年の司法制度改革において第一審裁判所の制度が改められ、従来の大審裁判所と小審

裁判所が統合され、地方裁判所（tribunal judiciaire）となっている。 
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préjudicielle）ではないと述べている7。このことは、行為者が尊属であることと、行為者と未

成年者との間に真正な親子関係のあることは別問題であるという趣旨であると考えられる。 

尊属による奪取の罪は親権行使に対する罪であり、祖父母が本罪の主体として処罰された

事例がある8。しかし、非親権者である祖父母のみならず、親権者であっても子の奪取罪で処

罰されるケースとして、以下のものがある。 

＜Cass. crim., 26 mai 2004, n° 03-84.778＞ 

【事案】被告人は、2000 年 6 月 24 日に、夫と子と同居していた自宅から子を連れ出し、新し

い住所を夫に知らせず、約 6 週間子を自己のもとに留め置いていたことから、刑法 227－9 条

の加重された奪取の罪に問われた。被告人と夫は、親権を共同で行使しており、2000 年 8 月

9 日の命令によってのみ夫と別居することが認められていた。原審のルーアン控訴院は、被

告人が親権行使権限を有していたという事実は、夫も同時に親権の行使者である以上、夫か

ら子を奪取することを正当化しないと判断した。 

【判旨】上告棄却。「刑法 227－9 条 1 項で想定される加重の状況を考慮に入れるために、裁

判所は、子は約 6 週間にわたって父親に居所を知らされずに奪取されたと宣告する」。 

 破毀院は、被告人自身が親権行使権限をもつことと奪取罪の成否の関係について言及して

いないが、加重された奪取罪の成立を肯定している以上、共同親権者である夫の親権侵害を

理由に子の奪取罪の成立を基礎づけているものと思われる9。 

 

(4) 奪取行為 

 227－7 条・8 条に共通する奪取行為は、物理的に未成年者を親権者から遠ざける行為であ

り、場所的移動が必要である10。 

➀暴力を用いる奪取：拐取罪との関係 

227－7 条の法文上、欺罔行為又は暴力は要求されておらず11、未成年者を連れ出す際に説

得する場合も、強制を用いる場合も奪取罪が成立し得る12。そこで、尊属が暴力を用いて未成

                             
7 Cass.Crim.,9 mai 1977: Bull.crim,n◦158. 
8 子の祖母について奪取罪の成立が肯定された事例として、Cass. crim., 16 févr. 2005, n° 04-

82.955 : JurisData n° 2005-027765 ; Dr. pén. 2005, comm. 87, obs. M. Véron. 
9 現行フランス民法では、1987 年法を経て、子の親権は原則として父母が共同して行使し、

両親の離別（séparation des parents）は親権の行使の帰属の規則に影響を及ぼさない（372

条 1 項、373―2 条 1 項）とされている。 

 このような民法の定めからすると、離婚後の父母相互が子を奪い合う場合、我が国とは異

なり、親権者相互の奪い合いということになる。親権者につき 227－7 条が適用された本文

記載の 2004 年破毀院判決以外の事例として、Cass.Crim.,8 janv.2020,n◦19-80.809 の第 1 審判

決（軽罪裁判所 2016 年 11 月 3 日判決）がある。本事例は、夫と離婚した女性が元夫から

娘を奪取し、元夫に対する引き渡しを拒否した行為につき、227－7 条と後述する 227－5

条の不引き渡しの罪が適用されたものである。本事例では女性の母親と姉（妹）が共犯と

して処罰されており、2 人のみが控訴・上告をしている。 
10 Thierry Garé ,Droit pénal spécial,4 éd,larcier,2015,p247. 
11 旧刑法 354 条以下の邦訳は、法務大臣官房司法法制調査部（訳）『フランス刑法典』（法

曹会・1991 年）132 頁以下を参照。 
12 Agathe Lepage et Haritini Matsopoulou, Droit pénal spécial, Presses Universitaires de 

France,2015,p.432. 
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年者を奪取した場合の罪名決定（qualification）が問題となっている。奪取の罪のみを成立さ

せる事例13があるが、身体の完全性や子の自由が侵害されている場合には、奪取よりも法定刑

の重い 224－1条の略取または監禁の罪14が成立するとする分析15も存在する。これに対して、

親権と未成年者の移動の自由の両方が侵害されたとして、224－1 条の罪と、227－7 条の罪の

観念的競合（cumul idéal）となるとする見解も主張されている16。 

親権保護規定とは別個に自由・安全を保護する罪を問題にする議論は、英米法圏・ドイツ

語圏にも見られるものである17。これに対して、奪取罪のみで処理する判例はフランス独自の

ものといえよう。 

②未成年者自ら移動する場合 

未成年者自身が移動する場合にも、奪取の罪が成立し得るか否かが問題となるところ、旧

356 条については判例上、奪取該当性が認められていた。 

1） 旧法下の判例 

 (a) 奪取該当性が肯定された例 

＜Cass.Crim.,12 mai 1959: Bull.crim,n◦257＞ 

【事案】被告人は、17歳の女性が家族と一緒に過ごしている別荘で知り合って恋仲となった。

女性は家から逃走して被告人と合流し、2 人は付近のホテルに赴いた。 

 原審のグアドループ控訴院は、女性が「両親の監督下から奪取された（soustraite à l’ autorité 

de ses parents）18」ことから、旧刑法 356 条の罪（欺罔又は暴力によらない未成年者の略取の

罪）が成立すると判断された。被告人は、未成年者自身が被告人と共に逃走することを決断

したことから、原判決の破毀を申し立てた。 

【判旨】上告棄却。「事実審理の段階で、未成年者が『両親の監督下から奪取された（soustraite 

à l’autorité de ses parents）』ということを表明した控訴院は、正当に、刑法 356 条によって処

罰される未成年者の略取（enlèvement de mineure）により有罪であると宣告した」。 

「たとえ未成年者が同意していたとしても、未成年者が被告人と合流するために自己の意思

で、彼女が元来住んでいた場所を離れたという事情を考慮する余地はなく、356 条の略取の

罪が成立するには、第三者によって一定の期間、未成年者が承知の上で自発的に（sciemment 

                             
13 Cass. crim., 7 févr. 2001, n° 00-80.240. 
14 刑法 224－1 条 1 項では、「憲法上の機関の命令がなく又は法律に定める場合を除き、人

を逮捕し（arrêter）、略取し（enlever）、抑留し（détenir）又は監禁する（séquestrer）行為

は、20 年の懲役（réclusion criminelle）で罰する」と規定されている。逮捕と略取の罪は即

成犯（infraction instantanée）であり、物理的に他人を捕える行為であるのに対して、抑留

と監禁は継続犯（infraction continue）であり、相手の意思に反して留め置く行為である

（Michel Véron, Droit pénal spécial,16éd,Sirey,2017,p.146）。 
15 Pradel et Danti-Juan, supra note3, p. 423. 
16 Jurisclasseur, N◦43, Bonfils et Gouttenoire,supra note5,p1148~1149. 

17 深町晋也「家族と刑法――家庭は犯罪の温床か？第 8 回 両親が子どもを巡って互いに争

うとき その 1」書斎の窓（2018 年 7 月号）

http://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1807/02.html. 

18 1970 年のフランス民法改正により、父権（puissance paternelle）に代わり親権（autorité 

parentale）という表現が初めて民法典で用いられることとなったので、“autorité de ses 

parents”は両親の「管理」と訳することとする。 
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et volontairement）誘惑され（entraînée）、移動させられ（déplacée）れば足りる」。 

  破毀院 1959 年判決では、未成年者が第三者によって移動させられたということから、欺罔

行為又は暴力によらない旧刑法 356 条の略取の罪が成立すると判断された。 

 (b) 奪取該当性の説明不足を理由に破毀した例 

＜Cass.Crim.,23 déc.1968: Bull.crim.,n°353＞ 

【事案】被告人は、両親と共に治療に来ていた 17 歳の女性を呼び出して性的関係を持った後、

女性が両親の家に戻ったところ、原審のポワティエ控訴院は、旧刑法 356 条の罪が成立する

と判断した。被告人は、女性が自ら、両親と共に被告人のもとに赴き、その後両親の家に帰

っている以上、未成年者は家族の監督下から奪取された（soustraite à l’autorité de sa famille）と

はいえないと主張して、破毀院に上告した。 

【判旨】破毀差戻し。「『被告人が、若い女性と性的関係を持つために状況を利用するとい

う確固たる意図を有していた』という事情も、『女性の両親と女性の信頼を悪用し、個人的

な目的のために医学的治療が必要な状況を利用しつつ、女性を両親の家から離して 2 時間留

め置いた』という事実も、旧刑法 356 条の犯罪を特徴づけることはできない」。 

2） 分析 

 1959 年判決と 1968 年判決は、いずれも未成年者の略取の有無が問題となった事例である

が、合意の上で駆け落ちが行われた前者のケースが処罰される一方で、未成年者との間でわ

いせつ行為が行われた後者のケースが処罰されないという結論は、均衡を失しているように

も思われる。しかし、結論を分けたのは、判決文に記載されている「家族（両親）の監督下

からの奪取」が肯定されるか否かである。後者のケースでは、未成年者が家族とともに被告

人のもとに赴いたことから、未成年者の場所的移動は親権者の意思に反するものではないと

解されたのであろう。 

3） 現行法の解釈 

 現行法下においては、未成年者自身が移動した事案について、奪取罪の成立を否定する判

例19が存在するものの、行為者が移動を主導したものではない。現行法の注釈書においては、

未成年者の移動につき、行為者が主導していたか否かで判断が分かれるとの分析が示されて

いる20。未成年者を行為者自身のもとに移動させたと評価できる限りで奪取罪を広く認める

旧法の判例は、現行法下でも妥当しているように思われる。 

                             
19 奪取罪の成立が否定された事例として、Cass.crim.,25 mai.2005,n◦04-87.119 がある。未成年

者 3 名が父親の家から逃走し、郊外のレストランに赴き、そこで母親の内縁の夫と連絡を取

った。内縁の夫は、通告のため警察に連絡を取り、未成年者 3 名を自分の家に連れて行き、

母親と未成年者 3 名はそこで再会した。 

 母親は刑法 227－7 条の罪に、内縁の夫は 227－7 条の共犯の罪に問われたが、原審のシャ

ンベリ控訴院は、未成年者 3 名が自発的に父親のもとを離れており、母親と内縁の夫が招い

たものではないとして、2 人について無罪の判決を言い渡した。私訴当事者の父親が上告し

たところ、破毀院は、奪取罪の成立を否定した控訴院の判断が妥当であるとして、上告を棄

却した。 
20 Jurisclasseur, n°42. 
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3. フランス刑法における未成年者の不引き渡しの罪21（227－5 条） 

 

(1) 条文 

未成年者の不引き渡し罪に関する現行法の規定は、次の通りである22。 

 

 

 

旧刑法における未成年の子の不引き渡しを処罰する規定は、次の通りである23。 

「345 条 4 項 子供を委託されている者が、その引き渡しを要求する権利ある者に引き渡さ

ないときは、5 年以上 10 年以下の有期懲役（réclusion criminelle）に処する。 

357 条 中間判決若しくは終局判決又は裁判所が認可した約定（convention judiciairement 

homologuée）により、親権が父若しくは母によって単独で若しくは両親によって行使される

こと、又は未成年者が第三者の監護にゆだねられることが決定した場合において、父、母若

しくはその他の者が、未成年者の引き渡しを要求する権利を有する者にこれを引き渡さなか

ったとき、又は欺罔若しくは暴力行為を用いることなく、親権を有する者、監護をゆだねら

れた者、未成年者が日常的に居所を有する者の住居、若しくは未成年者が置かれている場所

から未成年者を略取し若しくは誘拐し、又は略取させ若しくは誘拐させたときは、1 月以上 1

年以下の拘禁及び 500 フラン以上 30000 フラン以下の罰金に処する。」 

 現行刑法の原型となった法案（Projet de loi n° 214（1988-1989)）では、未成年者の不引き渡

                             
21 2015 年の統計（Les condamnations Année 2015）によると、「家族に対する罪」全体にお

ける有罪件数は 4670 件であり、その中で不引き渡し罪の有罪件数は 836 件である。このう

ち、全部実刑が 59 件であり、刑の一部執行猶予が 19 件、刑の全部執行猶予が 404 件、罰

金が 164 件、刑の免除が 175 件であることから、受刑となっているのは 10％にも満たない

ことがわかる。（http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_Les_condamnations_2015.pdf,56p） 

一方、2016 年から 2018 年の統計では「家族に対する罪」という区分で有罪件数が記録さ

れており、不引き渡し罪などの個別の犯罪の有罪件数は不明であるが、「家族に対する罪」

全体の有罪件数はそれぞれ 4745 件、4560 件、4030 件であり、2015 年から 2018 年まで大き

な変動はないといえる。 

(http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_condamnations2016.pdf,8p, 

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Stat_Les_condamnations_2017.pdf,8p,http://www.justice.gouv.fr/

art_pix/Stat_Les_condamnations_2018.pdf,8p） 

22 1992 年の新刑法制定時から維持されている箇所の邦訳については、法務大臣官房司法法

制調査部・前掲注 1）99 頁参照。 

子の不引き渡し行為の他に、フランス刑法では住所の不告知行為も処罰される。227－6

条では、「子と同居し、他の場所に住所を移す者が、判決・司法によって認可された協

定、または民法 229－1 条に規定される協定に従って子を訪問したり宿泊したりする権利を

行使することのできる者に対して、変更の日から数えて 1 月以内に住所変更を知らせない

場合は、6 月の懲役及び 7500 ユーロの罰金で罰する」とされているが、未成年者の奪い合

いに対する規制という本稿の問題意識から、ここでは 227－5 条のみを検討対象とする。 
23 法務大臣官房司法法制調査部・前掲注 11）130・133 頁。 

227－5 条 未成年の子の引き渡しを請求する権利を有する者に対し、正当な理由がない

のに、引き渡しを拒む行為は、1 年の拘禁刑及び 15000 ユーロの罰金で罰する。 
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しの罪は「未成年の子の引き渡しを要求する権利のある者に対して不当に引き渡しを拒否す

る行為は、1 年の拘禁刑及び 100000 フランの罰金に処する」（227－3 条）と規定されており、

現行法 227－5 条と同様の法文となっている。 

 1991 年 4 月 18 日の法律委員会（Commission des lois）における上院議員 Charles Jolibois の

報告（Rapport n° 295 (1990-1991)）24によると、旧刑法 345 条 4 項の罪は、乳母や林間学校の

責任者といった両親以外の者が子の引き渡しを拒否する場合に成立するものであり、法案 227

－3 条は旧刑法 345 条 4 項を引き継いでいるとされる。しかし、旧 357 条も未成年者の不引

き渡し行為を処罰していることから、旧 345 条 4 項とともに旧 357 条も現行刑法 227－5 条に

引き継がれているといえるだろう。 

 主体が尊属か否かで分けて規定する 227－7・8 条とは異なり、227－5 条は、条文上、尊属

以外の他人を主体から排除していない。しかし、実際には、227－5 条は家族間で未成年の子

の引き渡しを巡って争いが発生した場合に主に用いられており、子を監護する者が親に会わ

せない場合にも本罪が成立し得る25。 

 

(2) 子の引き渡し義務と犯罪の成否 

 旧刑法 357 条では、不引き渡しの罪が成立するには、不引き渡し行為に先立って、裁判所

が親権の帰属について判断を行っていることが条件とされていた。 

現行刑法では、司法判断は犯罪成立要件とはされていないものの、227－5 条の罪は子の引

き渡し義務のある者が義務に違反して引き渡しを拒否するという性質を有している。実際に

は、司法判断は、夫婦の離婚(divorce)、離別(séparation)、婚姻の取消し（annulation du mariage）

の際に、訪問権（droit de visite）や宿泊させる権利（droit d'hébergement）について行われ26、

司法判断の違反があった場合に、不引き渡しが問題になるのが一般的であることに変わりは

ない27。法改正により、犯罪成立の前提となる子の引き渡し義務は、➀司法判断から導かれる

場合と、②司法判断以外から導かれる場合の 2 通りに分けられている。 

➀司法判断から導かれる引き渡し義務 

 子の引き渡しを命令する司法判断が引き渡し義務の根拠たり得るには、当該決定が執行力

のあるもの（exécutoire）でなければならない28。具体的には、家事裁判官（juge aux affaires 

familiales．以下、JAF とする）の命令には執行力が肯定される一方、外国裁判所による子の引

き渡し命令は、EU 構成国（デンマークを除く）が下したものはフランスでも自動的に、それ

以外の外国が下したものはフランスで執行宣言（exéquatur）を得て初めて、執行力が付与さ

れる29。 

②司法判断以外から導かれる引き渡し義務 

 子の引き渡し義務に関する特段の司法判断が存在しなくとも、法律の規定や裁判所によっ

                             
24 http://www.senat.fr/rap/1990-1991/i1990_1991_0295.pdf,p162. 
25 Véron, supra note14,p.270. 
26 Véron, supra note14 ,p.269. 
27 Jurisclasseur, n°9. 
28 Cass. crim., 4 janv. 1983 : Bull. crim. 1983, n° 4 ; Rev. sc. crim. 1983, p. 672, obs. Levasseur. 
29 CA Douai, 2 oct. 2002, n° 01/1685, 01/1687, 02/426 : JurisData n° 2002-200904． 

http://www.senat.fr/senateur/jolibois_charles83038v.html
http://www.senat.fr/rap/1990-1991/i1990_1991_0295.pdf
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て認可された約定（convention homologuée）30から引き渡し義務が導かれることがある31。民

法によって正当に親権を行使する権限をもつ両親は、子が第三者の手に委ねられている場合、

子の引き渡しを要求することができる。同様に、刑法 227－5 条は、親権を行使しない一方の

親による引き渡しの拒否の場合、または、子を一方の親に引き渡すべきとする法律の規定に

より親権行使ができなくなった者による引き渡しの拒否の場合に適用される32。 

 

(3) 不引き渡し行為の意義 

 227－5 条の罪は、作為犯である奪取の罪と異なり、子を引き渡さないという行為によって

構成される不作為犯（infraction d'omission）である。具体的には、子に対する訪問権、または

宿泊させる権利を有する者に対して子を引き渡さない行為や、子が居住する親の家に子を戻

さない行為がこれに該当する33。例えば、父親に訪問権を行使させないために、母親が父親に

電話をかけて娘が病気であるとの偽りを信じ込ませる行為は不引き渡しに該当する34。ただ

し、行為者が、面会の単なる回避を超えて積極的に連れ去った場合は、たとえ暴力的な手段

ではなかったとしても、227－7 条の罪が問題となる35。 

 訪問権を有するとしても訪問条件が満たされていない場合、引渡しを拒絶しても本罪は成

立しないとの判断を示すのが次の判例である。 

＜Cass. crim., 3 oct. 2012, n° 12-80.569 : JurisData n° 2012-023336 ; Bull. crim. 2012, n° 212 ; Dr. 

pén. 2012, comm. 158＞ 

【事案】被告人 X は、2010 年 8 月 7 日から 9 月 13 日までの間と、2010 年 9 月 19 日から 2011

年 1 月 24 日までの間に、2 人の子の訪問権を有する父親 Y に対して子を引き渡さなかったと

して、原審のポワティエ控訴院は、有罪を言い渡した。 

2010 年 3 月 30 日の勧解不調命令(ordonnance de non-conciliation)により、JAFが 2 人の子の

住居を母親の家に定め、父親が選んだ信頼に値する第三者の恒常的な立ち合いの下で、前も

って、選ばれた第三者の名前を母親に知らせる義務を有することを条件に、父親に子の訪問

権を与えた。2010 年 12 月 16 日の JAF の判決も、同様の条件により、父親に子の訪問権を与

えた。 

 X は、Y によって、上記の期間に父親に対して子を引き渡さなかったとして、軽罪裁判所

に召喚された。被告人を有罪とする判決に対する控訴があり、X は控訴院において、Y が前

もって、訪問権行使の際に立ち会う第三者の名前を知らせなかったということを特に強調す

る主張を行った。 

【判旨】破毀差戻し。「（控訴院は）X が、引き渡しを要求する父親に対して 2 人の子を引

き渡さなかったとして有罪を言い渡したが…そのように判断するにあたって、Y が X に前も

                             
30 フランス民法では、両親が親権の行使の態様と子の養育及び教育についての分担を定める

約定（convention）を締結し、JAF の認可を受けることができる（373－2－7 条 1 項及び 2

項）。 
31 Jurisclasseur, n°11. 
32 Jurisclasseur, n°11. 
33 Bonfils et Gouttenoire supra note5,p1143. 
34 Crim.18 déc.2002,D.2003.1062,note.Y.Mayaud. 
35 Véron, supra note14,p.270. 
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って…第三者の名前を知らせたのか否かを検討していないので、控訴院の判断は妥当ではな

い」。 

この事例では、父親 Y の訪問権は、X に対して前述の第三者の氏名という情報を提供する

という条件下でのみ保護される以上、X が当該情報を知らされていないのであれば Y の訪問

権を侵害したとはいえないと解釈された。 

 

(4) 正当化事由 

 227－5 条の罪は、引き渡しの拒絶が不当に行われることで成立するので、行為者が裁判の

場で「正当な理由」の存在を主張することが多い36。「正当な理由」の根拠として主張され得

るのは、➀緊急避難（État de nécessité）、②子の抵抗、③子の健康状態の 3 つに大別されるが、

判例は正当化を認めるにあたり、総じて厳格な態度を採っている。 

➀緊急避難37 

 フランス刑法 122－7 条は、緊急避難が肯定されて不処罰となる場合について「自己、他人

又は財産を脅かす現在又は急迫の危難（un danger actuel ou imminent）に直面して、その人又

は財産の保護に必要な行動を行う者は、刑事責任を負わない。ただし、用いられた手段と脅

威の重大性との間に不均衡のある場合はこの限りではない」38と規定していることから、子の

不引き渡しの罪についても子を危難から保護するために引き渡しを拒否したとして緊急避難

が肯定されるか否かが問題となる。 

 122－7 条の基礎から導かれる解釈方法に従うと、危険が現在し、または切迫しており、か

つ一定程度の重大性がある場合に限り、緊急避難が肯定される39。不引き渡しの罪の文脈では、

子に降りかかる危険が現実的な場合で、かつ、その証明が行われている場合にのみ、子の不

引き渡しが正当化される40。単なる危惧41、または子に対して父親が悪い影響を与える可能性

は、子の不引き渡しを正当化するのに不十分である42とされる。 

 一方、次の判例で述べられるように、子を危険にさらす親に対する引き渡し拒否の正当化

を認める余地はある。 

＜Cass. crim., 2 sept. 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 172＞ 

【事案】被告人は子の母親であり、父親が子に性的虐待をしている疑いがあり、これを回避

したいと考えたことから、父親に対する子の引き渡しを拒否したとして、ドゥエ控訴院は被

告人に有罪を宣告した。 

 次の判旨でも述べられているように、控訴院は、被告人の夫が子に性的虐待をしていたこ

                             
36 Jurisclasseur, n°15. 
37 井上宜裕『緊急避難行為論』（成文堂・2007 年）189~231 頁と、同「フランス緊急避難

論の現状」『浅田和茂先生古稀祝賀論文集（上巻）』（成文堂・2016 年）184~194 頁によ

ると、1992 年の現行刑法典の制定以前は、緊急避難を定める明文の規定が存在せず、緊急

避難理論は判例・学説によって形成されていた。 
38 法務大臣官房司法法制調査部・前掲注 1）19 頁参照。 
39 Jurisclasseur,n°16. 
40 CA Aix-en-Provence, 25 févr. 2015, n° 2015/68 : JurisData n° 2015-015339． 
41 Cass. crim., 27 déc. 1961 : Bull. crim. 1961, n° 563. 
42 CA Toulouse, 26 nov. 2015, n° 2015/1127, 14/01198 : JurisData n° 2015-031116. 
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とが証明できないことと、虐待の疑いを考慮した上で夫に訪問権を認めた JAF の決定の不遵

守があったことから、子を父親に引き渡さないことにつき、緊急避難による正当化を認める

ことはできないと判断した。 

【判旨】「被告人は、そうする権利があったところ、JAF の決定に関する暫定的な執行の停

止を要求せず、刑事訴追の前に、調停の責任を有する機関の召集に従うことを拒否した。未

成年者に対する現在の又は切迫した危険が存在せず、JAF によって決定された条件のもとで

の訪問権の全ての行使に対する被告人の徹底した反対が不相当であること、夫にかけられた

単なる疑いの状況など、裁判官の決定を通して考慮に入れると、被告人は刑法 122－7 条の規

定を援用することはできない。」 

判決文からは明らかではないが、破毀院は、父親の訪問条件が祖父母の居所であることか

ら、子には緊急避難の前提となる「現在又は急迫の危難」が存在しないという論理を採って

いるものと思われる。 

このように、判例は緊急避難による正当化の是非を判断するにあたり、JAF の判断を尊重

しており、前述の 2004 年破毀院判決は、子を脅かし得る危険からの保護と、家族関係の維持

に対する権利と無罪推定という対立利益のバランスを取っているものとされている43。 

②子の抵抗 

 子が一方の親に引き渡されることに抵抗している場合に、不引き渡しが正当化されるケー

スはまれである44。判例は、例外的な事情がない限り、子の抵抗を、正当化事由とも法律上の

免責事由とも、ましてや刑の免除または減軽の法的事由とも構成しない45。不引き渡し罪は

「親権行使に対する罪」として位置づけられており、子の両親は他方の親に対して、子の監

護権または宿泊権、訪問させる権利を行使するのを認め、かつ、容易にする義務があること

から、子の抵抗は原則的に問題にならない46からである。しかし、子が引き渡しに対して暴れ

て抵抗している場合にも引き渡し義務が要求されるのか、それとも抵抗する子を説得する限

度で引き渡し義務の履行があったものとされるのかは、解決困難な問題である。 

③子の健康状態 

 不引き渡しの罪は、子の病気や重大な精神的混乱を考慮して構成されていないものの、そ

れまで同居していた母親と引き離されることが 3 歳半の子にとって有害であり、JAF によっ

て居所として定められた父親の家に行くことがとても不安であるという事実を認める精神医

学の専門家による詳細な診断書に基づき、母親による不引き渡しにつき緊急避難を認めた事

例がある47。 

                             
43 Jurisclasseur, n°16. 
44 Jurisclasseur, n°17. 
45 Cass. crim., 2 mars 2016, JurisData n° 2016-003697, préc. n° 10 など多数。 
46 勧解不調命令の結果として子の訪問権が認められた父親に対して、幼い 2 人の子と同居す

る母親が引き渡しを拒否した行為につき、子が父親に対して敵意を示していることを理由

に母親を無罪とした原審のボルドー控訴院の判決に対して、司法判断に従って子を引き渡

し、司法判断に沿うように子を導くために親権を行使するのは親の義務であることを理由

に原判決を破毀し、ポワティエ控訴院に差し戻したものとして、Cass. crim., 12 mai 1954 : 

Bull. crim. 1954, n° 175 ; JCP G 1954, II, 8246, note A. Vitu ; D. 1955, p. 229, note Bouzat があ

る。 
47 CA Colmar,18 juin 2014,JurisData n°2014-014636. 
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一方、夫と離婚後に子と同居することとなった母親が、民事判決によって子に対する訪問

権を与えられた父親に会わせなかった行為につき、母親の家を離れることによって子の健康

が脅かされるとの医師の診断書を提出したものの、不引き渡しの正当化が肯定されなかった

事例もある。診断書の内容は、事件の前から子が消化不良を患っており、母親の家に留まる

ことが必要であるというものであったが、診断書には当初 1 名の医師の署名しかなされてお

らず、被告人によって別の医師の署名が行われたことが事実審によって認定されている。破

毀院は、診断書の存在は引き渡しを拒否するための偽りの口実であり、被告人もそのことを

知っていたとして、正当化事由を否定した原判決を正当であると判断した48。 

 

4. おわりに 

 

本稿では、フランス刑法における未成年者の奪い合いに関する処罰規定の意義について検

討した。 

フランス刑法では、不引き渡し罪と異なり、奪取罪においては正当化事由に関する議論が

なされておらず、未成年者奪取罪については条文上、「奪取」には欺罔行為又は暴力によら

ない場合も含まれている。2（3）で紹介した破毀院 2004 年 5 月 26 日判決において、母親が

暴力的な手段を用いることなく同居家庭から子供を連れ出して留置した事案でも、奪取罪の

成立が肯定されている点が注目される。一方、不引き渡し罪についてみると、親子間の面会

交流権を刑罰によって担保するという発想は日本の刑法にはないようである。フランス民法

には「訪問及び宿泊の権利の行使は、重大な理由による場合を除いて、他方の親に対して拒

否され得ない。」（373―2－1 条 2 項）との明文の規定が存在することに鑑みると、不引き渡

し行為を処罰するか否かは、親子間の面会交流権に関する問題意識が反映されるといえるだ

ろう。 

 

【フランス刑法における親権に対する罪の概要】 

 奪取罪 不引き渡し罪 

条文 227－7 条 227－8 条 227－5 条 

趣旨 親権の保護 訪問権・宿泊させる権利の保護 

被害者 権利者：児童は被害者ではない 権利者 

・司法判断済みの場合 

・そうでない場合 

主体 尊属：親も包含 尊属以外 制限されていない 

実行行為 奪取：子供が積極的でも包含・全く関与していないと不成立 不引き渡し 

処罰阻却 議論なし 緊急避難 

法定刑 1 年 5 年 1 年 

 

                             
48 Cass. crim., 28 nov. 1973 : Bull. crim. 1973, n° 444 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 28 ; Rev. sc. crim. 1974, 

p. 367, obs. Levasseur． 


